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「空き家対策セミナー＆相談会」を開催します 
 

 

 近年、全国的な空き家の増加に伴い、適切に管理されていない空き家が防災、衛生、景観

等、地域住民の生活環境に様々な悪影響を及ぼすことが問題視されています。 

 本市においても今後空き家の増加が懸念されることから、空き家の所有者や今後相続等に

より当時者となる方々に、空き家に関する情報や制度・仕組みを周知啓発する事業として、

空き家対策セミナーと個別相談会を開催いたします。 

 

１．日 時 

2025年(令和７年)11月 16日（日）13時 30分開始 

 

２．場 所 

ウィズあかし 学習室 704（東仲ノ町６－１ アスピア明石北館７階） 

 

３．内 容    

第一部 空き家対策セミナー（13時 30分から 15時 20分） 

        ① 空き家を放置しておくとどうなるの（講師：宅地建物取引士） 

        ② 新しい終活と遺品整理（講師：遺品整理士） 

        ③ 相続登記の義務化について（講師：司法書士） 

第二部 個別相談（15時 30分から 16時 30分） 

 

４．申込方法等  

第一部 予約不要（定員 100名） 

      第二部 要予約（定員 20組） 

10月 6日（月）午前 9時 から 11月 14日（金）まで先着順で受付 

明石市住宅課（℡：918-5076）へ電話または専用フォームから申込 

 

５．広報あかし掲載日 

10 月１日号に掲載 

 

６．その他 

 セミナー、個別相談会の実施にあたっては、昨年本市で空き家対策セミナーの開催

実績のある「特定非営利活動法人空き家相談センター」に講師・相談員の派遣等に協

力をいただいています。 




